
令和６年度 上尾市立太平中学校 学校経営方針策定基本方針 

 

１ 策定にあたって 

（１）日本国憲法、教育基本法、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の諸法、

条例等に基づき策定する。 

（２）学習指導要領、第４期埼玉県教育振興基本計画、第３期上尾市教育振興基本計画、令和６年度 

上尾市立小・中学校教育指導計画基本方針に則り策定する。 

（３）令和５年度上尾市立太平中学校評価結果に基づき改善策として策定する。 

 

２ 国、県、市の教育振興に関する基本方針 

（１）教育振興基本計画（文部科学省）令和５年度～令和９年度 

ア 社会の現状や変化への対応 

・VUCA の時代（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性） ・少子化・人口減少や高齢化 

・グローバル化・地球規模課題 ・DX の進展、AI・ロボット・グリーン（脱炭素）  

・共生社会・社会的包摂 ・精神的豊かさの重視（ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ） ・18 歳成年・こども基本法等 

イ 次世代教育のコンセプト 

    ・2040 年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 

・日本社会に根差したウェルビーイング（※）の向上 ※身体的・精神的・社会的に良い状態にあ

ること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を

含む概念。 

（２）第４期埼玉県教育振興基本計画 令和６年度～令和１０年度） 

豊かな学びで 未来を拓く埼玉教育 

・誰一人取り残されない共生社会の実現に向けた教育の推進 

・教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

１０の目標を設定 

目標Ⅰ 確かな学力の育成        目標Ⅱ 豊かな心の育成 

目標Ⅲ 健やかな体の育成        目標Ⅳ 自立する力の育成 

目標Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

目標Ⅵ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

目標Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上   目標Ⅷ 生涯にわたる学びの推進 

目標Ⅸ 文化芸術の振興          目標Ⅹ スポーツの推進 

（３）上尾市教育振興基本計画 

 

 

 

  基 本 方 針  生きる力を育む 絆を育む 学ぶ喜びを育む   

基本目標  １ 確かな学力の育成         ２ 豊かな心の育成 

３ 健やかな身体の育成       ４ 自立する力の育成 

５ 多様なニーズに対応した教育の推進 

６ 質の高い学校教育のための環境の充実 

７ 家庭・地域の教育力の向上   ８ 生涯にわたる学びの推進 

９ 文化芸術の振興         １０ 健康で活力に満ちたスポーツ活動の推進 

第３期上尾市教育振興基本計画（令和３～７年度） 

夢を育み 未来を創る 上尾の教育 



（４）令和６年度上尾市立小・中学校教育指導 基本方針 

ア 児童生徒に身につけさせるべき学力 

〇生涯にわたり学習の基盤となる基礎的な知識及び技能 

〇課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力当 

〇学びに向かう力、人間性等の涵養 

イ 小・中学校で育てたい児童生徒像 

  〇自己を律し、他人を思いやることができる 

  〇自ら考え、協働し、主体的に課題解決に取り組むことができる 

  〇多様な考え方を認め、一人一人の多様な幸せの実現のために努力できる 

  〇基本的生活習慣を身につけ、社会の一員として責任ある行動がとれる児童生徒 

〇心身ともに健康でたくましい児童生徒 

ウ 目標を実現させるために取り組むこと 

  〇あげお学びのイノベーション 

    ・ＩＣＴ端末を活用した個別最適な学びと協働的な学び 

    ・デジタル・シティズンシップ教育 

  〇グローバル化に対応 

    ・英語教育     ・国際理解教育 

  〇いじめの防止、不登校の減少 

    ・いじめの防止  ・不登校児童生徒の減少 

  〇小中一貫教育 

    ・上尾市全体の小中一貫教育   ・各中学校区での小中一貫教育 

  〇地域と一体となった教育 

    ・家庭・地域・関係機関等との連携  ・部活動の地域移行 

  〇働き方改革 

    ・教職員の負担軽減   ・教職員の健康を意識した働き方 

 

 

上記の社会情勢、社会的な教育への願い、教育方針を受け、上尾市立太平中学校 教育目標を達

成するため、令和６年度学校経営方針を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

重点項目 

↓ 

具体的な方策 

上尾市立太平中学校 学校教育目標 
【「社会に貢献できる人材の育成」  校訓 凡事徹底 

目指す教師像 

学校経営基本方針・基本理念 

目指す学校像 目指す生徒像 


